【送付先】（財）岐阜県研究開発財団　航空機部材研究会事務局

〒509-0109　岐阜県各務原市テクノプラザ1-1

Tel:058-379-2212 Fax:058-379-2215　E-mail : cluster@gikenzai.or.jp
提出期限：平成２１年１０月８日
航空機産業参入支援 アンケート調査票
【企業概要】　ガイダンスに参加されたすべての企業の方は、ご記入願います。
	企業名
	

	代表者役職・氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	所在地
	〒



	電話番号
	（　　　）
	ＦＡＸ番号
	

	資本金
	万円
	従業員数
	名（正社員：　　　　名）

	業種
	（例：金属加工機械製造、切削・治工具製造、樹脂製品加工・製作、

金型設計・成形等、企業の事業内容にあわせてご記入ください。）


	主な製造品目出荷額
	円／年（2008年実績）

	ホームページ
	http://

	記入者役職・氏名
	

	記入者電話番号
	　　　　　　　　　　　（　　　）

	記入者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	


　＊支援対象は、原則、航空機部材研究会の会員企業です。

　＊必ず押印をお願いします。

　＊末尾の「注意事項」を必ずお読み下さい。

　＊適当に枠を広げてご記入ください。

【ガイダンス、工場見学のご感想】ガイダンスに参加されたすべての企業の方は、ご記入願います。
	ガイダンス
	◇航空機産業の現状と市場参入について　榊氏
◇航空機産業への新規参入条件等について　植竹氏


	工場見学
	

	その他
	


【企業情報】　　航空機産業への参入に向けて、具体的に計画されている場合にご記入ください。
・適当に枠を広げてご記入下さい。特に下線の項目については詳細に記述して下さい。

１．事業内容

	①主要業務の概要
	（主要な業務、製品、加工内容等をご記入ください。）


	②事業実績
	（産業分野、製品、取引先企業等をご記入ください。特に、航空機産業への実績がある場合は、～～の部品製造、加工等で関わっている等をご記入ください。）


	③技術的強み
	（航空機に活用可能な独自技術、得意な材料、研究開発案件、連携体の活動等をご記入ください。）



２．保有設備等
	①加工・製造・設計設備、
ツール
	（主要な加工・製造・設計設備、設計ツール等をご記入ください。）

（詳細は、別添エクセルにご記入ください）


	②検査・試験評価設備
	（検査・試験・評価設備等をご記入ください。）

（詳細は、別添エクセルにご記入ください）


	③社内体制
	◇製造方針（自社内での一貫生産、協力会社を活用した生産等の方針をご記入ください。)

◇工程管理・品質管理方法
◇工程管理・品質管理に対応している人数

◇外注との取引方法
◇その他社内体制に関するＰＲ


	④認定取得
状況、予定
	◇品質保証認定
（実績または今後の予定をご記入ください。例：ISO 9001、14001）
◇航空機関係の認定
（実績または今後の予定をご記入ください。例：JISQ9100、Nadcap）
◇その他、保有している外部認定

（実績または今後の予定をご記入ください。）


３．参入希望分野と参入目的、内容
・検討されている内容、イメージできている内容があれば可能な範囲で記述して下さい。

	①参入希望
分野等


	（参考：機械加工、部品一貫生産、電子機器等機能部品生産、生産・整備用機器、修理・補修用部品、新技術や新サービスの提案等、具体的にご記入ください。）



	②参入の目的

と内容
	◇目的
◇内容


	③その他
	（参入に向けて、具体的なスケジュールを計画されている場合等、その内容をご記入ください。）




【訪問指導希望内容】　　航空機産業への参入に向けて、具体的に計画されており、かつ会社の経営者が、航空機産業への参入のための準備を行うことを決定している場合にご記入ください。
	特に指導を受けたい事項
	（例：加工技術、品質管理体制、設備投資、認証取得、取引希望先への提案書作成、その他具体的にご記入ください。）




【注意事項】　（必ずお読みいただき、全てご了解いただいた上でご記入下さい。）
· 本書及び記載内容の取り扱いについては、岐阜県、（財）岐阜県研究開発財団、派遣される専門家に限定して共有され、部外者には開示されません。

· 専門家（企業OB等）の訪問指導を希望される条件としては、航空機産業への参入に向けて、具体的に計画されており、かつその企業の経営者が、航空機産業への参入のための準備を行うことを決定している必要があります。
· 専門家の訪問指導の際は、原則、代表者（経営判断のできる方）が同席して下さい。
· 専門家との契約、取引・連携相手先への提案書の作成、商談・契約等は全て自己の責任において実施していただきます。専門家、支援機関は各企業の取組を可能な限り支援しますが、成果をお約束するものではございません。

· 初回の訪問指導は無料ですが、２回目以降の訪問指導に係る経費等につきましては、専門家とご相談頂き、自己負担にてお願いいたします。

· 訪問指導の要望が多数等、予算の状況によっては、無料訪問指導ができない場合がありますので、ご了承願います。

以上、予めご了解の上、お申し込み下さい。
